
 

不動産業者及び賃貸住宅オーナーの皆さまへ 

「東京ささエール住宅」の登録事務を支援します！ 

 

東京都居住支援協議会（事務局：東京都）では、「東京ささエール住宅」 

（セーフティネット住宅：高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が

必要な方の入居を拒まない賃貸住宅）の登録促進に取り組んでいます。 

賃貸住宅の貸主の方に対して、「東京ささエール住宅」として登録希望の際に必要な  

【セーフティネット住宅情報提供システム】への登録事務を無料（期間限定）で

支援します。 

 

 

申 込 先 

 

※電話受付は平日 10：00～17：00、電子メール・ＦＡＸは 24 時間受付  

 

「東京ささエール住宅」の登録支援（無料・期間限定） 
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/chintaitourokuseido_sasaeru.html  

 

 

「東京ささエール住宅」のお問い合わせ先 
【登録制度に関すること】住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当 （直通）03-5388-3320 
【登録支援に関すること】住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 企画調整担当 （直通）03-5320-4919 

 

 

 

★「東京ささエール住宅」とは、住宅の確保に配慮が必要な方々を社会全体で支え、応援する（「エール」を送る）という意味を込めた、東京都独自のセーフティネット住宅の愛称です★ 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 


